
● 問合先　まちづくり課消費生活センター（☎㉓２１３６）

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
拡
大
を
き
っ
か
け
に
、
マ
ス
ク

や
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
な
ど
の

生
活
用
品
を
買
い
占
め
、
必
要
以

上
に
買
い
込
む
な
ど
の
異
常
な
消

費
行
動
が
発
生
し
ま
し
た
。
ま
た
、

「
マ
ス
ク
を
買
う
こ
と
が
で
き
る

サ
イ
ト
が
あ
る
」
な
ど
と
い
っ
た

誤
っ
た
情
報
に
だ
ま
さ
れ
た
り
、

コ
ロ
ナ
禍
の
生
活
に
対
す
る
不
安

か
ら
、
気
持
ち
が
不
安
定
な
状
態

と
な
っ
て
い
る
消
費
者
に
つ
け
込

み
、「
簡
単
に
副
業
が
で
き
る
サ
イ

ト
が
あ
る
」
な
ど
と
誘
引
す
る
悪

質
商
法
の
消
費
者
被
害
が
発
生
し

た
り
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、『
今
だ

け
』、『
こ
こ
だ
け
』、『
自
分
だ
け
』

の
消
費
行
動
を
控
え
て
、
自
分
の

こ
と
だ
け
で
な
く
、
社
会
全
体
の

こ
と
を
考
え
た
消
費
行
動
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
一
人
一
人
が
『
新
し
い

日
常
』
で
よ
り
よ
い
消
費
行
動
に

つ
い
て
、
自
分
に
何
が
で
き
る
の

か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

特 集 ５月は消費者月間です

"消費”で築く
新しい日常
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　どのような商品を購入し、消費するかという

ことは、個人の自由ですが、これには社会的な

意味合いも含まれています。

　商品を販売する事業者は、多くの時間とお金

をかけて、質の高い商品を作ろうと努力してい

ます。多くの消費者が質のいい商品を選ぶと、

その事業者は利益を出して、さらによりよい商

品が生み出されます。

　しかし、どんなに良い物でも消費者に選ばれ

ず、売れなければ、商品はなくなります。

　普段の何気ない買い物で、消費者が何を選択

するかによって、市場に大きな影響を与えると

言えます。

よく考えて消費行動をしよう

　多くの事業者は、消費者が商品を買

うことで喜んでもらえるよう懸命に努

力していますが、なかには説明不足で

消費者に誤解を与えたり、わざとだま

して利益を得ようとしたりする事業者

もいます。

　商品やサービスを自由に選ぶという

ことは、私たちに与えられた『権利』
ですが、一方では、自分の選択に対す

る『責任』を持つことにもなります。

　どのような商品を選ぶべきか消費者

が自分で適切な選択ができるように、

正しい知識を持つことが大切です。

エシカル消費って知っていますか？
　『エシカル消費』とは、直訳すると『倫理的消費』です。『消費』は、食べることや使うこと、買い物など、私

たちの生活そのものです。

　『エシカル消費』は、より良い社会に向けて、人や地域、環境に配慮した消費行動のことです。

市マスコットキャラクター『モーモちゃん』と、今すぐにでも始められることをやってみよう！

地産地消をしよう マイバック・マイボトルを使おう 公共交通機関を利用しよう

食品ロスはなくそう 買いだめはやめよう

　私たち一人一人が自分の

できることからやっていく

ことで、『世界の未来』が変

わります。未来を変えるの

は、私たちの毎日の消費で

す。

　さあ、今日からあなたも

できることをやってみませ

んか。

買い物 ＝ 契約
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令和２年度消費生活相談トップ５

順 位 商品・役務名 件　数 内　　　容

１ 運輸・通信サービス 65 携帯電話やスマートフォンなどの不当・架空請求（アダルトサイトなど）、
光回線やＷｉ−Ｆｉなどの通信契約、副業・占いサイトなどのトラブル

２ 金融・保険サービス 63 借金問題、ヤミ金、生命保険、クレジットカードなど

３ 商品一般 42
迷惑メール（宅配業者をかたる不在通知など）、不審な小包の受け取り
など

４ 土地・建物・設備 35
賃貸借契約・外壁塗装・屋根工事・太陽光発電システム・新築請負住宅
に関するトラブル

５ 食料品 27 健康食品の定期購入に関するトラブル、注文の覚えがない食品の受領

知っていますか？
　市消費生活センターには、たくさんの消費者トラブルの相談が寄せられています。

最近は、こんな相談も増えています

　「台風被害の調査、点検をしている」と電話があり、業者の訪問を承諾したら、

業者から「火災保険の申請をサポートする」と勧誘された。保険金がおりたら

40％をサポート料として請求すると言われたため、途中で解約を申し出たら、

高額な違約金を請求された。

拝まれるようにお願いされると弱い

自信たっぷりに言われると、納得して
しまう

マスコミで取り上げられた商品は、す
ぐに試してみたくなる

人から頼まれると断れない

知らない人からの電話でも、どんな話
か聞いてしまう

無料だったら、いろいろ試してみたい

試着や試飲をして、つい買ってしまっ
たことがある

「お買い得」「今だけ」と聞くと、つい
買ってしまう

私は大丈夫！と思っていませんか

だまされやすさ度ＣＨ
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　一つでも当てはまる項目があれば、十分な注

意が必要です。

　４つ以上当てはまった人は、消費者トラブル

に巻き込まれる可能性が高いので、被害の実例

を知るなどして、しっかり対策をしましょう。

特 集　５月は消費者月間です

ちょっと待った

● 契約をせかされた

　・・・　なんで急ぐの？なんで今日だけ？

● とても安い

　・・・　なんでこんなに安いの？

● 初対面なのに優しい

　・・・　どうして優しいの？

● みんな買っているから

　・・・　みんなって誰？

● 誰でも簡単にもうかる

　・・・　なんで、もうかる話を教えてくれ

　　　　　るの？

● 年金額や個人情報を聞かれた

　・・・　なんで、答えないといけないの？

トラブルを防ぐＰ
ポ

Ｏ
イ

ＩＮ
ン

Ｔ
ト

「なんでだろう？」と疑ってみる

？

令和２年度の年間相談件数は、388 件でした。
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今
は
、
未
成
年
者
（
未
成
年
者
が
結
婚
し
て
い

る
場
合
は
除
く
）
が
契
約
を
す
る
に
は
、
原
則
と

し
て
親
の
同
意
が
必
要
で
す
。

　
未
成
年
の
人
が
親
の
同
意
を
得
な
い
で
契
約
を

し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
契
約
を
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
ま
す
（
未
成
年
者
取
消
権
）。

　
未
成
年
者
取
消
権
と
は
、
未
成
年
者
を
保
護
す

る
た
め
の
も
の
で
、
未
成
年
者
の
消
費
者
被
害
を

抑
止
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

令
和
４
年
４
月
１
日
、

成
年
年
齢
が
18
歳
に
な
り
ま
す

成年年齢が 18 歳になると、18・19 歳の人は、
例えば、こんなことができるようになります

▷ 自分名義の携帯電話の購入

▷ 自分名義のクレジットカードが持てる

▷ 車などを購入するとき、ローンが組める

▷ アパートを借りるとき、賃貸借契約ができる

　親の同意が無くても契約でがきるようになる一方で、
未成年者取消権を使うことができなくなるため、悪質な
業者に狙われたり、不用意に契約したりすることで、消
費者被害が増える危険があります。

！

こんなトラブルに注意を

● 定期購入 　動画投稿サイトの広告を見て、お試し 300 円のダイエットサプリ
メントを購入した。
　頼んだ覚えのない２回目の商品が届き、４か月分まとめて４万円の
請求があった。

● 契約する前に、契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう。

● 高額な契約はその場で決めず、家族や周囲の人に相談しましょう。

● 「楽にもうかる」、「誰でも稼げる」という“うまい話”はありません。

● インターネット上には、真実ではない情報も紛れ込んでいます。
　情報内容を的確に判断しましょう。

アドバイス

『困ったな』と思ったら、まずは相談してください

● エステ契約 　脚を細くしたいと思って、エステで 500 円の体験を受けたところ、
30 万円の全身痩身コースを勧められた。断ったが分割での支払いを
案内されて、契約をしてしまった。

● もうけ話 　ＳＮＳから、簡単に稼げるというサイトにアクセスした。
　「ホームページのアクセス数を増やすことで、誰でも簡単に稼げる」
と勧誘され、50 万円のマニュアルを購入したが、収入を得ることは
なかった。

【 事　例 】
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特 集　５月は消費者月間です

　　　
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
の
た
め
に
は
、
で
き

る
だ
け
早
く
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
相
談
す
る
こ

と
が
大
切
で
す
。

　
こ
こ
で
は
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
が
ど
の
よ
う

な
と
こ
ろ
か
紹
介
し
ま
す
。

一
人
で
悩
ま
ず
、

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
相
談
を

Ｑ　どのような内容を相談できますか？

Ａ  「商品やサービスの契約で、事業者とトラブルになった」、
　　　「製品を使ってけがをした」、「不審な電話がかかってきた」
　　　などの消費生活に関する消費者と事業者間との契約トラブ
　　　ルについて相談できます。
　　　消費生活相談員が、事業者との自主交渉の方法や具体的な
　　　解決策について助言します。場合によっては、交渉の手伝
　　　い（あっせん）をすることがあります。

Ｑ　事前に準備することがありますか？

Ａ　契約書などの関係書類やトラブルに至った状況についての

　　　メモ、トラブルが起きた物の写真などを用意してください。

Ｑ　料金がかかりますか？

Ａ　相談は無料ですが、電話による相談のときは通話料金がか

　　　 かります。

Ｑ　相談内容が漏れたりしませんか？

Ａ　消費生活相談員には守秘義務がありますので、安心して相

　　　 談してください。

消費者生活センターとは

問合先

● 市消費生活センター（市役所１階　市民相談室内　☎㉓２１３６）
　相談日時　月〜金曜日（年末・年始、祝日を除く）

　　　　　　午前９時〜正午、午後１時〜４時
● 消費者ホットライン　１８８（いやや！）
　最寄りの消費生活センターにつながります。

気軽に相談してみま
せんか

出前講座を利用してみませんか

契約の基礎知識

悪質商法の実態と対策

インターネット・オンライン
ゲームトラブル防止

テーマ 　消費者トラブルについて、
講師を派遣して出前講座を
行っています。

　地区や団体などで、出前講
座を活用してください。

消費者啓発パネル展の案内
　消費生活におけるさまざまなト
ラブルから身を守るためには、知
識や情報を得ることが重要です。
　この機会に、消費について知り、
学んでみませんか。
● 期　間
　５月７日（金）〜 20 日（木）

※ 10・17 日を除く
● 場　所
　市民図書館　展示コーナー
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